土地改良関係施策・予算に関する国への提案要望
Ⅰ 事業制度・予算に関すること
・土地改良関係予算の確保（全体要望）
　　　（１）当初予算の安定的な必要額の確保
　　　（２）補正予算の確保
　　　（３）防災・減災及び耐震対策予算の確保
（４）新規地区の計画的な採択・推進
・入札等に関すること
（１）防災協定等による活動実績の適正な評価
（２）公告から入札までの休日日数も考慮した期間の確保
（３）入札時の様式について更なる簡素化
・国家資格の取扱い等に関すること
（1） 資格試験の年2回以上の実施（施工管理1級、技術史、建築士）
（2） 国家資格保有者の賃金上昇
Ⅱ 設計・積算、現場管理に関すること
・現場条件に合った適正な工事積算
国における農業農村整備に係る標準積算基準は、主に大規模な工事(国営級)を前提に工事積算が行われております。
一方県営・団体営級工事においては、狭小な現場もあり、これまで設計内容と現場条件との乖離が大きく受注者が儲からない工事と言われてきましたが、国におかれては近年現場条件に見合った「歩掛」「諸経費」の適正化が進められており大変感謝しております。今後もより一層の適正化に努めていただきますとともに、以下の項目につきまして引続きご検討くださいますようお願いいたします。
1 仮設工事や解体工事における必要経費の適切な計上。また仮設工事の工法変更に係る一層の柔軟な対応
2 残土や建設廃材に係る処理費用の適切な計上
3 交通誘導員に係る実態に見合った交代要員の計上や土日祝日・夜間割増単価の計上
4 制水弁の工期短縮に向けた工法の検討
5 プレキャスト製品のより一層の活用
6 小量の生コンクリート打設における割増価格の適正な計上
7 設計時点と現況が異なる場合、現況を加味した発注内容とすること
・設計変更における、新規工種の追加に関する取扱い
設計変更において、当初契約にない新たな工種を追加する場合は、小規模な工事の新たな発注と同じく割高となりますので、落札率を乗じない様にしていただきたいです。
・資材価格の急激な変動に対する、より迅速な対応
　　　　 ロシアによるウクライナ侵略の長期化やパレスチナ問題の勃発等の影響で、石油を資材や、製造する際に石炭を大量に使用する鋼矢板等の価格が不安定な状況が続いています。材料単価について「３％以上の変動で四半期ごと」から「実勢価格で毎月」の改正に変更いただき大変感謝しておりますが、引続き、適正な単価価格の設定と、請負業者の過度の負担とならないよう単品スライド条項１％枠の見直しなど、適切な運用につきまして、特段のご配慮をお願いいたします。
・人材の育成確保を図るため、建設業を魅力ある業としうる支援
 　　　　(処遇改善の支援、工事書類の簡素化等)
土地改良事業にあっては、水稲、野菜の作付け時(農業用水の使用時)、洪水等の出水期等に工事が出来ないため、原則として年度後半に工期が限定されます。このため、週休二日制の導入等新たな労働環境を改善するため、下記の項目について特段のご配慮をお願いいたします。
1 着工前の準備期間を年度前半に、実質工事の完了後の書類整備、工事検査等の事務的作業を翌年度前半に設定し、更なる提出書類の簡素化をするなど無理のない柔軟な工期設定ができるようにする。
(繰越制度、債務工事の柔軟な活用、例えば6～7月発注から4～5月完了)
2 工事に直接関係する農地に対し、作物補償及び関係する補償工事(畦畔築立等)を公費により行い、年度前半の工事を可能にした余裕のある工期設定を行ったり、年度予算を超える部分については次年度予算にて精算を行えるようにする等、新たな視点に立った考え方を導入する。
3 完全週休二日制について、土地改良工事は天候の影響を著しく受けるため、振替休工を認めかつ原則土日を休日に限定する考え方ではなく、受注者側の希望を取り入れ、柔軟な対応を図れることとする。
4 現場代理人等の常駐(専任)期間の見直しや近接した現場における現場代理人の兼務を認めるなど実態に即して責任者の配置を見直す。
Ⅲ その他
　・豚熱や鳥インフルエンザが発生した場合、埋却場所に苦慮する場合が多いため、広く焼却処分が認められるようにお願いいたします。
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